
仙台市市民活動サポートセンター
事務用ブース利用団体を募集します。

　仙台市では，NPOやボランティア団体等，自発的で公益的な活動を行う団体を対象に，
市民活動サポートセンター内の事務用ブースをお貸しします。
　事務機能の強化から，活動の展開や自立した組織体制を目指し，団体活動のステップ
アップを図りませんか。

　○使用期間及び募集数
　　　①　平成２４年１月１日から平成２４年８月３１日まで　１団体
　　　　　※ただし，平成２４年１月１日～３日は仙台市市民活動サポートセンター休館日となります。
　　　②　平成２４年２月１日から平成２４年８月３１日まで　１団体
　　　（いずれも，最長３年まで使用可能ですが，継続にあたり毎年審査があります。）

　○使用料　月額　７，０００円
　　　　　　　　（使用月がひと月に満たない場合はひと月に切り上げ）

　○事務用ブースについて
　　１　面　　　積　約４㎡　（縦・約２㎡×横・約２㎡）
　　２　主要設備　机：１台，椅子：２脚，ロッカー：１台
　　　　　　　　　　　電気コンセント（大量に電力を消費する設備は不可）
　　　　　　　　　　　電話回線（１回線）引込可（電話加入権，設置料，通話料等は使用者負担）
　　３　設置場所　仙台市市民活動サポートセンター　７階　市民活動共同事務室
　　４　使用時間　仙台市市民活動サポートセンターの開館時間内
　　５　その他      入居団体との情報交換会や市民活動サポートセンタースタッフによる
　　　　　　　　　　　相談対応等のソフト支援を行っています。

　○申し込みにあたっての詳細は裏面を確認してください。

　募集期間
　　　平成２３年１０月２８日(金)～平成２３年１１月１１日(金)まで
　　　　　上記期間の午前９時から午後９時まで（ただし，日曜日は午後５時まで）
　
　申込方法
　　　仙台市市民協働推進課または仙台市市民活動サポートセンターで配布している
 　応募申請書を仙台市市民活動サポートセンターへ直接お持ちください。

　　お問い合わせは
　　　　仙台市市民協働推進課（仙台市役所本庁舎４階）
　　　　　　〒980-8671　仙台市青葉区国分町３丁目７番１号
　　　　　　電話　022-214-8002（直通）　ＦＡＸ　022-211-5986　Ｅ-mail sim004100@city.sendai.jp
　　　　仙台市市民活動サポートセンター　(応募申請書提出窓口）
　　　　　　〒980-0811　仙台市青葉区一番町４丁目１番３号
　　　　　　電話　022-212-3010　　ＦＡＸ　022-268-4042　　E-mail  sendai@sapo-sen.jp



　
　○応募資格
　　　一定期間継続的(＊１)に市民公益活動(＊２)を行う見込みがあり，市内に市民公益活動を行う
　　ために必要な専用の事務所(＊３)を有しない団体(＊４)。
　　(＊１) 公益的イベントの実行委員会事務局のような比較的短期のものも対象とします。
　　(＊２) 市民公益活動とは，市民が営利を目的とせず自発的に行う公益性のある活動を指します。
　　　　　　(政治活動や宗教活動等は対象としません。)
　　(＊３) 専用の事務所とは，実質的に事務が執れる場所をいい，自己所有，賃借等の形態を問い
　　　　　　ません。
　　(＊４) 事業者は除きます。また，暴力団でないこと，暴力団または暴力団構成員の統制の下に
　　　　　　ある者でないこととします。

　○使用申込の方法
　　　仙台市市民協働推進課または仙台市市民活動サポートセンターで配布している「仙台市市民
　　活動サポートセンター事務用ブース応募申請書」に必要事項を記入の上，団体規約や総会資料，
　　会報等活動内容の分かる資料を添付して，募集期間中に仙台市市民活動サポートセンターに
　　直接提出してください。
　　※なお，応募申請書は次のホームページからダウンロードできます。
       仙台市ホームページ：http://www.city.sendai.jp/または
       仙台市市民活動サポートセンターホームページ：http://www.sapo-sen.jp/
　
　
　○選考
　　　応募資格を確認の上，平成２３年１２月４日(日)午後に開催予定の審査選考委員会にて活動
    内容等についてのプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。
　　（詳細については対象団体に別途通知します。）
　　　提出書類及びプレゼンテーション等の内容を基に，下記の審査項目について総合的に審査し，
　　選考を行います。選考の結果は１２月中旬までに申込団体に文書でお知らせします。
　
　　審査項目
　　(１) 活動の公共性・社会性
　　　　　（市民生活の向上、貢献を目的としているか／活動効果の社会の還元の有無）
　　(２) 活動の自発性・自主性
　　　　　（市民が自発的・主体的に行う活動か／運営の自主性の有無）
　　(３) 活動の継続性
　　　　　（目的達成のため一定期間継続して行われる活動か）
　　(４) 事務用ブース使用の必要性
　　　　　（活動内容が事務用ブースを使用するに適当な規模か）
　　(５) 事務用ブース使用の計画性
　　　　　（事務用ブースを有効に活用できる計画か）
　　(６) 事務用ブース使用の効果性
　　　　　（事務用ブース使用による活動への効果の有無）
　　(７) 活動の実績
　　　　　（活動実績／今後の活動が主の場合は具体的かつ実現可能な活動計画か）
　　(８) 活動の先駆性
　　　　　（新たな社会ニーズを捉えた活動か／先例の少ない創造性の高い活動か）
　　(９) 活動の将来性・発展性
　　　　　（将来性・発展性が認められる活動か）
　　(10)  団体の自立性・独立性
　　　　　（将来の事務用ブースからの独立の見込み）


